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 ○ いじめの防止・早期発見のために 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

いじめ防止基本方針 

学校教育目標  

たくましい体と豊かな心を持ち，主体的に
学ぶ薩川の子どもを育成する。  

 

◎ いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するため

に，いじめに対する認識を共有し，いじめはど

の学校，どの学級でも起こりうるものという基

本認識に立ち，全ての児童を対象にいじめに向

かわせないための未然防止，早期発見，早期対

応に取り組む。 

〈関係機関との連携〉 

教育委員会 

福祉関係 

民生委員 

教育センター 

警察署・駐在所 等 

〈家庭・地域との連携〉 

学級ＰＴＡ 

PTA 役員会 

学校評議員会 等 

【実態把握】 

○ 家庭訪問（４月） 

○ 学校生活（いじめ）

アンケートの実施 

（学期に２回） 

※ 外部アンケート調査 

○ 教育相談（児童）の

実施 

 ・第１週目の木曜日の

放課後 

 

  

 

各教科・道徳・特別活動等 

〇 いじめ問題を考える週間の取組 

・ 年２回（４月，9 月） 

・ 全学年において，道徳や学級活

動において「生命尊重」「思いやり」

「友情・信頼」「集団生活の向上」

等についての授業を行う。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

【職員研修】 

○ 学校生活（いじめ） 

アンケートの分析 

○ 事例研修 

○ 人権同和教育 等 

【生徒指導事例研修】 

・毎月の職員会議の後に実施 

16：05～16：45 

【学級担任】 

① 授業・給食・掃除・休み時   
 間等子どもの行動や表情をよ  
 く観察する。 
② 服装や宅習・日記帳などに 
 気掛かりになる点はないか注 
 意を払う。 
③ 養護教諭との連携を深め保  
 健室での子どもの様子をよく 
 把握する。 
④ 気になる子どもに声かけを  
 し，悩みを聞く。 
⑤ 子どもに変わった様子はな 
 いか日頃から家庭とよく連絡 
 を取り合う。 

⑥ 道徳や学級活動の時間にい  
 じめ問題を取り上げ，子ども  
 の意識を高める。 

 

【養護教諭】 

① 子どもの心  

 の状態を把握 

 し，よき話し 

 相手になる。 

② 学級担任と 

 連携して，解 

 決への支援す  

 る。 

③ 全職員に対 

 して，いじめ 

 や不登校等に  

 ついての情報 

 を提供する。 

      

【生徒指導係】 

① 各学年の子ども 
 の状況を把握する。 
② 保健室との連絡 
 体制をとる。  
③ 学校全体のいじ 
 め実態把握の手立 
 てを講じ，全職員へ 
 情報の提供をする。 
④  PTAや学校評議
員と連携し，校外の 

 情報体制を整える。 
⑤ 教育相談体制を 
 整える。 

⑥ 問題行動につい 

 て校長へ逐次状況
を報告する。 

 

 

【地域や家庭との連携】 

① 校外での子どもの状 

 況を観察し，声かけや 

 指導を心がける。 

② 情報交換をし，地域 

 ぐるみで育成に取り組 

 む体制作りを進める。 

③ 「いじめ」について 

 日頃から親子間で話し 

 合い，子どもを絶対守 

 るという安心感をもた 

 せる。 

④ 家庭でも気になるこ

とや気づいたことを学

校や担任に連絡する。 

 



  

 ○ いじめに対する措置 

  

【いじめられた子への対応】 【保護者への対応】 

① 「いじめられている子どもを守り通す」という
学校の姿勢を明確に示す。 

② 担任，養護教諭等の誰かが必ず相談相手になる
ことを理解させ，決して一人で悩まず，できる限
り誰かに相談するように指導する。 

③ 冷静にじっくりと子どもの気持ちを受容する
とともに，その子のよさを見つけ，認め，共感的
に受けとめる姿勢で臨む。 

④ いじめられていることによる心理的影響にも
配慮し，専門家等と連携することも検討する。 

 

① 話合いの機会を早急にもつ。 

② 誠意ある対応に心がける。 

③ 学校が把握していることについて伝えるとともに，家
庭での様子についても語り合う。 

④ 必要に応じて家庭訪問を行うなど，解決するまで継続
的に保護者と連携を図る。 

⑤ 場合によっては，緊急避難としての欠席や転校措置等
の申し出に対しても弾力的に対応する。 

 

 

 

 

    【いじめた子への対応】        【保護者への対応】 

① いじめられた子どもの心理的・肉体的苦痛を十分
理解させ，「いじめが人間として許されない行為で
あること」を分からせる。 

② 何がいじめであるかなど，いじめの定義や内容等
についてしっかりと理解させる。 

③ 当事者だけでなく，周りの子どもからの情報も収
集し,実態を正確に把握する。 

④ 集団によるいじめも視野に入れて，集団内の力関
係や一人一人の言動を正しく分析して指導に当た
る。 

⑤ いじめた子どもの家庭や地域での状況，人間関係
や生活経験等についても把握しておく。 

⑥ 場合によっては，警察等の協力や出席停止措置を
講じる。 

 

① いじめの事実を正確に伝え，いじめられている子ども
や保護者の気持ちに共感してもらう。 

 

② いじめは絶対に正当化できないものであることを毅
然とした態度で示す。 

 

③ 担任等が仲介役となり，いじめられた子どもの保護者
と理解し合うように要請する。 

 

 

 

【周りではやし立てる子どもへの対応】 

 ① はやし立てる行為は，いじめと同じ行為であることやいじめられた子どもの心理的・肉体的苦痛を十  

  分理解させ，いじめが人間として許されない行為であることを分からせる。 

 ② はやし立てる行為を正当化しようとする言動（「見ていただけ」，「自分だけじゃない」などと主張す 

  る子ども）には，それは許されない行為であることを十分に理解させた上で，対応する。 

 

【見て見ぬふりをする子どもへの対応】 

 ① 自分が所属する集団内（学級や部活動など）で起きているいじめは，全員に関係することであり，見 

  て見ぬふりをする行為は，いじめを認め，加担することにもつながることを理解させる。 

 ② 「見て見ぬふりをする」行為の背景にある心理等について共感的に理解した上で，互いの個性を認め 

  合うことや望ましい人間関係を築くこと等について指導する。 

事実関係の正確な把握 


